
○執行機関の附属機関に関する条例（抄） 

 

 

 (共同設置の附属機関) 

第 1条の 2 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 252条の 7第 1項の規定によ

り他の普通地方公共団体と共同して設置する執行機関の附属機関として、次のと

おり附属機関を置く。 

附属機関を共同して

設置する他の普通地

方公共団体 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 

大阪府市医療戦

略会議 

本市及び大阪府の医療及び保健に関す

る施策の在り方並びにこれらに関連する

産業の振興の方向性等に関する事項の

調査審議及び市長に対する意見の具申

に関する事務 

大阪府市新大学

構想会議 

本市及び大阪府における公立大学の在

り方についての調査審議及び市長に対

する意見の具申に関する事務 

大阪府市都市魅

力戦略推進会議 

本市及び大阪府における都市の魅力の

推進に関する施策についての調査審議

及び市長に対する意見の具申に関する

事務 

大阪府市文化振

興会議 

本市及び大阪府における文化振興計画

の策定及び変更並びに芸術文化の振興

に関する重要な施策についての調査審

議及び市長に対する意見の具申に関す

る事務 

大阪府 市長 

大阪府市エネル

ギー戦略会議 

本市及び大阪府のエネルギー戦略につ

いての調査審議及び市長に対する意見

の具申に関する事務 

 


